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関する市場設計について
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2目次

1. 取引スケジュールについて

2. 事前審査およびアセスメントについて

3. ペナルティについて

4. 精算について

5. その他



3目次

1. 取引スケジュールについて

2. 事前審査およびアセスメントについて

3. ペナルティについて

4. 精算について

5. その他



44需給調整市場（三次①）における取引スケジュールについて

 三次①の入札受付期間については、一般送配電事業者から「系統起因による出力抑制等」の通知を前週月曜
14時までに実施し、これを踏まえて前週月曜日の14時から前週火曜日の14時までの間に入札することとする。

 また、市場参加者が作成する週間計画の提出期限は前週水曜日10時、一般送配電事業者が作成する週間計
画の提出期限は定時を基本とする前週木曜日中とする。

【需給調整市場（三次①）における取引スケジュール】

土 日 月 火 水 木 金 土 ・・・ 金 土

土 日 月 火 水 木 金 土 ・・・ 金 土

対象週前週

入札受付期間

2022年度以降の

週間計画スケジュール

入札受付開始

入札規模公表

落札対象期間

14時 15時14時
需給調整市場

取引スケジュール
入札〆切

約定処理

TSOによる
週間計画の作成

BGによる
週間計画の作成

BGによる
週間計画の修正

10時 BG計画提出

BGによる
週間計画作成期間

火曜日中 BG計画提出

TSOによる
週間計画作成期間

木曜日中 TSO計画提出

落札対象期間

現状の

週間計画スケジュール

対象週前週

木曜日中 TSO計画提出14時系統起因による
出力抑制等の通知
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6三次①におけるアセスメントの対象について

 三次①におけるアセスメントの対象は落札ブロック時間内とする。

 ただし、余力に対して指令されたコマについてはアセスメントⅡの対象外とする。

【アセスメントの対象】

落札ブロック落札ブロック外 落札ブロック外

発電計画

ΔkW
約定量

余力

時間

出力
(kW)

アセスメント
対象

余力※に対す
る指令の有無

ー
あり
(下げ)

ー
あり
(上げ)

あり
(上げ)

ー

アセスメントⅡ
の対象

対象外 対象 対象外 対象 対象外 対象外 対象 対象外

対象対象外

（ 指令信号は落札ブロック内において発信 ）

指令信号

対象外

時間

※電源Ⅱ契約、もしくは余力活用契約に基づく余力の活用。



7三次①におけるアセスメントⅠの実施方法について

出所）第12回需給調整市場検討小委員会（2019.6.27）資料3-2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html

 三次①におけるアセスメントⅠは、三次②と同様、ΔkW落札量を供出可能な状態に維持していたかどうかを確認※

することとする。

※電源Ⅰ・Ⅰ´については一般送配電事業者が年初に活用を契約している部分は除いた上でΔｋWを確保できているかを確認する。
ただし、発動指令電源については小売事業者が活用する場合もあり、この限りではない。

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html


8

異なる単価で複数の約定があった場合のアセスメントⅠ（発電機の例）

発電計画

発電可能上限

ΔkW供出

可能量

ＧＣ時点の
発電計画

商品B
(0.6円/ΔkW)

発電計画

商品A

（0.8円/ΔkW）

ペナルティ対象

三次①と三次②を同一リソースで同時約定した場合のアセスメントⅠについて

 三次①と三次②を同一リソースで同時約定した場合、ΔkW単価の安い順にアセスメントⅠを実施する（ペナルティは
ΔkW単価の高い順に課す）こととし、同一の商品であっても単価の異なる複数の約定があった場合は同様とする。



9三次①におけるアセスメントⅡの実施方法について
（簡易指令システムを用いて指令を発信する場合）

 簡易指令システムを用いて指令を発信する場合の三次①におけるアセスメントⅡの実施方法は以下の通り。
※簡易指令システムは中給システムへの接続が実証等において検討されており、現時点で接続可能時期および詳細等は未定。

【アセスメントⅡの具体的な方法（概要）】

項目 実施内容

評価対象
実出力(需要実績)と基準の差
[送電端で確認]

評価間隔 1分（オンライン）

許容範囲 指令値※1・2から落札されたΔkWの±10％

評価方法
1分毎の全計測点を30分コマ単位で評価
し、許容範囲への滞在率が90％(27/30
点)以上となっていること

中間点 設定無し

【計測時の基準の考え方】

※1：ブロック開始後、最初の指令および出力が変化する場合、指令値

ゼロの場合も含めて指令が発信される

※2：実出力値での指令については簡易指令システムの改修が必要

指令方法 基準の考え方

実出力値 発電計画

出力変化量 基準値
※3：中給から指令を発信してから供出可能量まで出力を変化するのに要する時間

【アセスメントⅡのイメージ（出力変化量での指令の例）】

30分コマ毎に27/30点
以上許容範囲内に滞在

需要実績

出力
変化量

▲
指令

需要量

基準値

応動時間※3

許容範囲
（ΔkWの±10%）

評価間隔
（1分）

計測点： 許容範囲：

指
令
値

【アセスメントⅡのイメージ（実出力値での指令の例）】

出力値
応動時間※3

許容範囲
（ΔkWの±10%）

出力
変化量

30分コマ毎に27/30点
以上許容範囲内に滞在

評価間隔
（1分）

▲
指令

計測点： 許容範囲：

発電計画

指
令
値



10三次①におけるアセスメントⅡの実施方法について
（専用線を用いて指令を発信する場合）

 中給システムから専用線を用いて指令を発信する場合の三次①におけるアセスメントⅡの実施方法は以下の通り。
※エリアにより中給システムの仕様が異なるため、詳細については一般送配電事業者が定める取引規程において取り決めることとする。

【アセスメントⅡの具体的な方法（概要）】

項目 実施内容

評価対象
実出力(需要実績)と基準の差
[送電端で確認]

評価間隔 1分（オンライン）

許容範囲指令値※1・２・3から落札されたΔkWの±10％

評価方法
1分毎の全計測点を30分コマ単位で評価
し、許容範囲への滞在率が90％(27/30
点)以上となっていること

中間点 設定無し

【計測時の基準の考え方】

※1：EDCの演算結果（演算周期は3分または5分）にもとづく発電端での
指令値。EDC演算周期よりも短い間隔で指令発信される場合は、
EDC演算周期において最後に出る値をEDC演算結果とする。

※2：指令無しの場合、指令値ゼロとみなす
※3：出力変化量での指令については、中給システムの改修が必要

【アセスメントⅡのイメージ（実出力値での指令の例）】

出力値
応動時間※4

許容範囲
（ΔkWの±10%）

▲
指令

▲
指令

▲
指令

等間隔

30分コマ毎に27/30点
以上許容範囲内に滞在

評価間隔
（1分）

EDC演算周期
(3分または5分)

指
令
値

▲
指令

▲
指令

▲
指令

▲
指令

▲
指令

▲
指令

▲
指令

▲
指令

発電
計画

計測点： 許容範囲：

出力
変化量

※4：中給から指令を発信してから供出可能量まで出力を変化するのに要する時間

【アセスメントⅡのイメージ（出力変化量での指令の例）】

30分コマ毎に27/30点
以上許容範囲内に滞在

需要実績

出力
変化量

▲
指令

▲
指令

▲
指令

▲
指令

▲
指令

▲
指令

▲
指令

▲
指令

▲
指令

▲
指令

▲
指令

需要量

基準値

応動時間※4

許容範囲
（ΔkWの±10%）

評価間隔
（1分）

等間隔

計測点： 許容範囲：

指
令
値

EDC演算周期
(3分または5分)

発電計画

指令方法 基準の考え方

実出力値 発電計画

出力変化量 基準値



11三次①と三次②を同一リソースで同時約定した場合のアセスメントⅡについて

 同一リソースが三次①と三次②で同時に落札された場合、中給からの指令に制約があるため、三次①の指令信
号（指令間隔・指令タイミング）が発信される。

 こうした同時落札の場合においては、三次①に落札されたリソースは三次①の間隔・タイミングでアセスメントⅡが実
施されることを予め取り決めることとし、三次①と三次②を同一リソースで同時に約定した場合、三次②に落札され
たΔkWであっても三次①の指令に基づきアセスメントⅡを実施することとする。

出所）第27回調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会（2020.1.21）資料4をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/sagyoukai/2019/chousei_sagyokai_27_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/sagyoukai/2019/chousei_sagyokai_27_haifu.html


12同一リソースが複数の指令信号(GF/LFC/EDC)を受けた場合のアセスメントⅡについて

一次調整力 二次調整力① 二次調整力② 三次調整力① 三次調整力②

指令・制御
オフライン

（自端制御）
オンライン

（LFC信号）
オンライン
(EDC信号)

オンライン
(EDC信号)

オンライン

 同一リソースが複数の指令信号（GF/LFC/EDC)を受ける場合があり、この場合、アセスメントⅡを行うためには、
指令信号毎に応動実績を切り分ける必要があるが、現時点ではこうした手法が確立されていない。このため、当面
は複数の指令信号に対して応動した場合、実際に出力変化を求める指令が重畳したコマはアセスメントⅡの対象
外とする。

 ただし、今後指令信号および応動実績を切り分けて評価できる手法の検討を行い、この手法が確立された場合は、
複数の指令信号を受けた場合でも指令信号毎にアセスメントⅡを行うこととする。それまでの間、運用時にLFC機
能が不要の場合は、LFC機能をロックした運用をすることとし、その上でアセスメントⅡを実施することする。加えて、
GFとEDCが重畳して指令された場合にGFの影響を取り除いた上で三次①のアセスメントⅡを実施する方法につい
て早期に検討していくこととする。

 また、GFやLFCは電源Ⅰ・Ⅱ契約に基づき指令されていることから、電源Ⅰおよび電源Ⅱ契約（電源Ⅱ契約は将
来的には余力活用契約）に基づいて事前審査、応動評価を実施し、事前に確認した能力通りに応動していない
場合は、該当する事業者に対して、その点を指摘することとする。



13三次①における基準値の設定について

 調整力の応動評価にあたり、DSRは発電計画等の計画値が無いため、調整力を供出しなかった場合の需要 （
なかりせば需要）を基準値として定める必要がある。

 三次①では現時点における需給状態からの細かな応動が要求され、基準値はより指令時点の実需要に近い値で
ある必要があることから、基本的には「直前計測型」をその算出方法とする。ただし、一般送配電事業者のコストが
大幅に増加しないことが確認できたため、このことを前提に「事前予測型」も選択できることとし、市場開設後の運
用状況を踏まえて必要に応じて見直しを行うこととする。

 「直前計測型」と「事前予測型」の主な要件は以下の通りとし、詳細は一般送配電事業者が定める取引規程にて
定めることとする。

直前計測型 事前予測型

概要
 指令直前の実需要の値を基準値に設定  あらかじめ落札時間中の需要を市場参加

者が予測し、 その値を基準値に設定

基準値の設定に
おける主な要件

 オンラインで1分間隔に取得している応動実
績データのうち、落札ブロック開始前５点の
平均値を基準値とする

 ブロックを連続して約定した場合ははじめの
落札ブロックで設定した基準値を最終ブロッ
クまで継続。ただし連続するブロックにおいて
重複する需要家が無い場合はその限りでは
ない

 市場参加者が1分毎の予測値を需給調整
市場システムを用いて提出し、その値を基
準値とする

 落札ブロックの最初のコマの1時間前までに
提出

【直前計測型と事前予測型の主な要件】



14三次①における事前審査について

 三次①の事前審査は、アセスメントⅡと同様の応動確認を行うこととする。

 また、落札商品以外の機能（GFやLFC）については、電源Ⅰ・Ⅱ契約に基づいて指令を発信していることから、
それぞれの指令信号に対する応動の詳細について、電源Ⅰおよび電源Ⅱ契約（電源Ⅱ契約は将来的には余力
活用契約）に基づき、落札商品の事前審査とは別に、事前に確認することとなる。

 なお、過去に実施した同様の試験等により既に商品の要件を満たしている事が確認できる場合については、三次
②と同様、過去の試験データ等に基づく事前審査も許容することとする。



15三次①における需要家リスト・パターンについて

 複数のリソースをアグリゲートして市場参入する場合は、三次②と同様に需要家リスト・パターンの提出を求めること
とする。

出所）第12回需給調整市場検討小委員会（2019.6.27）資料3-2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html


16三次①における需要家リスト・パターンの提出・変更等に係るスケジュールについて

 需要家リスト・パターンの提出・変更等に係るスケジュール等については、三次②と同様、以下の通りとする。

出所）第12回需給調整市場検討小委員会（2019.6.27）資料3-2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html


17（参考）需要家リストの変更申込期限および事前審査スケジュール例

 需要家リストの変更申込期限および事前審査スケジュールについては、三次②同様、以下の通りとする。

出所）第12回需給調整市場検討小委員会（2019.6.27）資料3-2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html


18（参考）kWh単価の変更期限および需要家パターンの提出期限について

 現在、電力・ガス取引監視等委員会において、kWh単価の変更期限について検討しているところである。これらの
検討結果を踏まえて単価の変更期限を設定する。



19三次①の市場開設後におけるパターン管理について

 三次①および三次②に応札する場合、パターンは商品ごとに管理する。

 ただし、三次②のパターンを兼ねることができる三次①のパターンが三次①に入札もしくは落札されなかった場合、三
次②に入札することを許容することとする。

【三次①および三次②への応札におけるパターン管理】

三次① 三次②

パターン

入札

約定 約定

ﾘｿｰｽA ﾘｿｰｽB ﾘｿｰｽC

パターン１ パターン２

ﾘｿｰｽD ﾘｿｰｽE ﾘｿｰｽF

需給調整市場
（三次①）

需給調整市場
（三次②）

落札されなかった場合

（いずれかを選択）

落札された場合

※三次①と三次②のパターンにおいて相互でリソース(需要家)が重複すると、同一時間帯で双方約定した場合に、そのリソースの応動が二重計上され、
期待した応動が得られない可能性がある。さらに約定処理時のリソースの重複確認も複雑となることから、リソースの重複は不可とする。
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21三次①における金銭的ペナルティについて

 三次①のペナルティ強度は三次②と同様、ΔkW落札価格の1.5倍とし、三次②の運用実態等に応じて適宜見直
しを行うこととする。

複数商品を同一リソースで同時約定した場合のペナルティのイメージ

100%

100%

-50%

報酬額

0%

アセスメントⅠ
のペナルティ

約定１
(0.8円/ΔkW)

約定２
(0.6円/ΔkW)

アセスメントⅠ

未達率

アセスメントⅡが
許容範囲外の報酬額

アセスメントⅠ実施後の報酬額
＝ アセスメントⅡが許容範囲内の報酬額

アセスメントⅡ
のペナルティ



22三次①における契約不履行への対応について

 三次①における契約不履行時のペナルティは、三次②と同様、以下の通りとする。

出所）第12回需給調整市場検討小委員会（2019.6.27）資料3-2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html


23三次①の調達期間中に想定外の事故やシステムトラブル等が生じた場合の扱いについて

 週間調達となる三次①においては、単一の発電機および需要家の事故等により連続して不適合となる場合につい
ては、電源差替の措置や速やかな復旧措置をとる等の復旧努力を行った上で一般送配電事業者と協議し、妥当
と判断された場合においては、不適合回数を１回とすることについて配慮を行う。

土

三次①の調達期間（週間調達）

供出可否 可 可 不可 不可 不可 不可 不可

ΔkWのペナルティ ― ― 対象 対象 対象 対象 対象

不適合回数の
カウント

― ―

日 火 水月 金木

トラブル発生

対象
事業者からの申請および一般送配電事業者との
協議によりカウント対象外とすることを配慮

【トラブル等発生時の不適合回数カウントに関する例】
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25ΔkWおよびkWhの精算について

 三次①のΔkWおよびkWhの精算については、三次②同様、ΔkWは落札ブロックを対象に精算することとし、kWh
は落札ブロック内については全て調整力として精算し、アセスメント対象外となる落札ブロック前後についてはインバラ
ンスとして精算することとする。

アセスメント対象

落札ブロック落札ブロック外 落札ブロック外

発電計画

ΔkW
約定量

余力

時間

出力
(kW)

対象対象外

（ 指令信号は落札ブロック内において発信 ）

指令信号

対象外

時間

調整力の精算対象インバランスとして精算 インバランスとして精算

【精算対象のイメージ】



26（参考）ΔkWに関する精算フローについて

 ΔkWおよびkWhの精算等に関するフロー（DSRの例）は三次②と同様、以下の通りとなる。

出所）第12回需給調整市場検討小委員会（2019.6.27）資料3-2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html


27アグリゲーターに提出を求める基準値および実績の単位について

 インバランスの精算と、調整力としての精算の仕分けを実施するため、アグリゲーターに対して、三次②と同様に小売
単位で基準値および実績の提出を求めることとする。

出所）第12回需給調整市場検討小委員会（2019.6.27）資料3-2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html


28複数商品に応札する場合のkWh精算単価について

kWh精算単価の設定（発電機の例）

 計量法の制約から、精算に用いるkWhの計量には特定計量器を用いる必要がある。

 計量法の制約上、複数商品のkWh値を切り分けて計量・精算することができないため、kWhについては商品区分
によらず、ユニット（計量単位）の出力帯毎に同一単価で登録することとし、精算については送電端の値を用いる。

BG計画

10円/kWh

9円/kWh

8円/kWh

15円/kWh

14円/kWh

13円/kWh

BG計画

出力帯

BG計画

10円/kWh

9円/kWh

8円/kWh

BG計画

出力帯

10円/kWh

9円/kWh

8円/kWh

＜三次②＞ ＜三次①＞＜三次②＞ ＜三次①＞

同一ユニットのkWh単価が出力帯毎に同一 同一ユニットのkWh単価が出力帯毎に異なる

×○



29（参考）調整力kWh精算とインバランスの精算について

出所）第12回需給調整市場検討小委員会（2019.6.27）資料3-2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html


30（参考）送電端における精算データの算出例について

 託送供給においては、計量値に電圧別の損失率を加味した電力量に変換して精算している。

 このため、アグリゲーターが提出する基準値・精算対象となる電力量についても、電圧別の損失率を加味した送電
端の値とする必要がある。

出所）第12回需給調整市場検討小委員会（2019.6.27）資料3-2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html


31（参考）計測地点（受電点計測）について

 計測地点については受電点とする。ただし、不正防止策の策定を前提に今後、個別計測についても検討する。

出所）第12回需給調整市場検討小委員会（2019.6.27）資料3-2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html
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33

 簡易指令システムは中給システムへの接続が検討されており、その接続にあたってはセキュリティガイドラインの要件を
満たすことが求められ、現在、実証等でセキュリティ対策が十分であるか等について検証している状況にある。

（参考）簡易指令システムと中給システムの接続に関する検討状況について

出所）第27回調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会（2020.1.21）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/sagyoukai/2019/chousei_sagyokai_27_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/sagyoukai/2019/chousei_sagyokai_27_haifu.html


34

 簡易指令システムは中給システムへの接続が実証等において検討されているが、現時点では接続時期および詳細な
どは定まっていない。今後、簡易指令システムが中給システムへ接続された場合は、商品の要件は以下の通りとする。

簡易指令システムと中給システムの接続を考慮した商品要件の見直しについて

専用線：1～5秒程度
簡易指令ｼｽﾃﾑ：1分

専用線：5MW
簡易指令ｼｽﾃﾑ：1MW

専用線 または
簡易指令システム

専用線：数秒～数分
簡易指令ｼｽﾃﾑ：5分※6

※６ 簡易指令システムの指令間隔は広域需給調整システムの計算周期となるため当面は15分。

数秒

出所）第13回需給調整市場検討小委員会（2019.8.1）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_13_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_13_haifu.html

